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 【開会＝午前９時 00 分】 

 

 ただいまから議員定数分科会を開会いたします。本日の

協議事項は、分科会委員から要望があった、議員１人あた

りの費用について、事務局から資料の提供がありましたの

で、こちらについてご意見をいただければと思います。 

 

 議員共済会負担金（公費負担金）1,474,200 円とはどう

いう経費なのかご説明をお願いしたいのですが。 

 

 共済金は議員年金を支払うために各市が負担しているも

のでして、基本的には報酬に一定の係数を乗算し、それに

議員定数をかけて負担している形です。羽島市の場合は 18

人で計算されているもので、年金制度は終わりましたけれ

ど、それまで支給されていた方の分がなくなるわけではあ

りませんので、各市が負担するという、こちらは法改正に

基づき負担しているものになります。 

 

 廃止の経緯と、現状羽島市でどれだけ支給を受けている

人がいるのか、もう少し詳しい説明はできますか。一括で

もらう人がいたかと思いますが、年金として継続してもら

っている人はいつまでもらえるのかとか。 

  

 羽島市で支給を受けている人の分を支払っているのでは

なく、全国の市で一律の負担をしています。報酬が高いと

負担金は高くなり、低いと低くなるというものです。 

 また、年金ですので亡くなるまで支給は続いて、たしか

配偶者も遺族年金として引き継がれるという形です。 

 新たに年金を支給される方は増えませんので、負担は減

ってきている状況です。 

 

 この負担金ですが、我々が議員年金の被保険者ではない

ので、議員１人あたりの報酬または費用として考えるのは 

妥当ではないかと思いますが、いかがでしょうか。 

 

 議員定数によって市の負担がこれだけかかっているとい

うことで、すべて市費ですので、議員に支給されるもので

はないですが、市の負担という観点からこの表に載せてい

るということです。議員定数が削減されるとこの負担金が

減るという見方をしていただければと思います。 
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 この負担金額は１人あたりですか。 

 

 議員１人あたりです。 

 

 18 人になるとすごい金額になるね。羽島市の支給を受け

ている議員に、羽島市が独自で支払いをしたほうが、安く

なるんではないか、できるか分からないけど。 

  

 法律で定められているので。 

 

 共済会は根本的に考えるべきだね。 

 

 国民年金の場合は保険料を納めて、いずれ支給を受けら

れるわけですが、この負担金は私たちが支給を受けるもの

ではないですから、これをベースに定数や報酬を考えるこ

とは違和感があります。皆さんの意見はどうですか。 

 

 法律で決まっていて、ここで議論しても変えられない話

ですので、事実は事実として受け止めなければいけないと

感じます。この負担総額が、住民の目にどう映るのか考え

ることが必要だと思います、共済会のことはここでは変え

られないですから。 

 

 原委員が言われた通り、法律で決まっていることですか

ら、一つの市がどうこうできることではないですが、ご意

見としては。 

 

 これの決算書はあるの。 

 

あると思いますが。 

 

報酬と比較して負担金がいかにも高すぎるので、一度決

算書を見て確認したほうがいいのでは。 

 

 この場は議員定数に関する議論をするところですので、

その件は別の場で問い合わせていただきたいと思います。 

 

 定数の話だけではなく、様々なことを考えて議論してい

かないと。定数だけを議論するなら何人にするか話して採

決してそれで終わりだし、財政や報酬のことを考えて、議

会としての結論を出すべきだと私は思います。 
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 ここは定数の分科会ですが、定数の結論にたどり着くた

めにこの資料をいただきました。他の意見は。 

 

 この負担金の趣旨はよく分かりましたが、同時に課題が

あると思いました。この資料を市民が見たら現在の議員に

対して直接メリットがあるかのような誤解を招くのではな

いかと思います。私たちが利得を得ているわけではないの

に、この数値が独り歩きする懸念があるので、そうならな

いようにご配慮いただきたいと思います。 

 

 共済会負担金について、定数の削減効果が分かるような

資料を提供していただくことはできますか。 

 

 共済会の負担金は報酬に一定の係数をかけて、最後に定

数を乗算することで、全体の負担金額となります。こちら

の表に記載されているのは１人あたりの負担金でして、定

数が１人減った場合、その１人分がそのまま削減されると

いうもので、報酬等も含めて約 850 万円の削減ということ

になります。 

 

 共済組合の決算書を取り寄せて、確認したいと思います。 

 

 事務局に調査はしてもらいます。勉強することはいいで

すが、それでこの負担金の取り扱いがどうこうなるもので

はないということだけ。 

 

（「もちろんそう、分かってる」と呼ぶものあり） 

 

 事務局、可能ならば調査をお願いします。 

  

 共済会事務負担金も公費で支払っているの。 

 

 こちらも市費で負担しており、共済会の諸経費となりま

す。１人当たり 13,000 円が年額となります。 

 

 共済会の業務内容は年金の関係で、現役の議員に関係し

た仕事はしているの。 

 

 していないです。 
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 １人あたりの資料出していただいて、約 850 万円という

ことが明確に分かりました。これ以上の市費の負担を議会

側から出すことはどうかなと思っているので、分科会を発

足する前に議論としてあった定数を増やすことについて

は、個人の思いとしてはもうないのかなと思いました。 

 850 万円かかるわけですから、現状維持で行くのか、佐

藤委員と私は、人数はともかく減らすという考えなので、

減らしていったほうがいいんじゃないかと思います。 

 あと、この議員共済会って加盟するものか、強制的なの

かどちらですか。やめることはできないですか。 

 

 強制です。各市の議員が会員になっていまして、やめる

ことはできないと思います。 

 

 我々がもらえるものじゃないし、文句言っても始まらな

いけどね。とりあえず、人数を増やしたら約 850 万円負担

が増えるわけですので、道筋としては現状維持か減らすの

かという議論に入っていったほうがいいんじゃないかとい

う思いです。 

 全国市議会議長会では議員年金復活という話があったん

だよね。 

 

要望を提出しているのは、厚生年金になります。 

 

 厚生年金でも市の負担はあるんだよね。今後どういう議

論になるか分からないけれど、定数が増えれば市の負担は

増えるわけですね。 

 

 共済会の負担金については、現在は議員年金廃止に伴う

経過措置の最中ですので、支給対象者がいなくなれば、負

担はなくなります。 

 

 厚生年金は社会保険事務所に移管すれば脱退が自由にで

きるんだし、羽島市の議員が支給を受けている金額と比較

して、負担金のほうが多ければ脱退する方向で考えるべき

では。 

 

 脱退はできないと考えます。法律で決まっていますから。 

 

 年金制度の請願を提出していますし、地方議会で審議す

ることでは。それでは、この資料について皆さんそれぞれ
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勉強していただいて。 

 次にこの分科会としてのスケジュールですね。次回どう

いったことを勉強するかをご意見いただき、一つの行程を

作りたいと思いますが。先ほど粟津委員が言われたように

採決をとればすぐ終わる話ですけれど、そうではなく今後

も協議していくんですから。 

 

 スケジュールとは違いますが、市民の意見を聞きたいと

いう意見が出た場合、そこには予算が発生しますので、そ

れを当初予算で組むのか補正予算で組むのかですが、当初

予算で組む場合は、そろそろ方針を決めないといけないの

で、それを踏まえて意見を教えてもらえると。 

 

（「今月中に決めたほうがいいってこと」と呼ぶものあり） 

 

 あまり拙速に行動して、予算だけとって執行しないのも

いけないので、皆さんの意見が固まれば。予算となると他

の分科会との兼ね合いもありますし、委員会全体の意向も

ある話だと思うので、この分科会で決められる話ではない

とは思いますが、定数分科会ではこう思っているという意

見を出していただけるといいなとは思います。 

 

 分科会で個別に行うのは、市民に理解してもらえないで

しょうし、他の分科会の動向もあります。 

それで次回開催日ですが、10 月 21 日午前 10 時でよろし

いでしょうか。 

  

（異議なし） 

 

 次回は 10 月 21 日午前 10 時からでお願いします。特に、

先ほど事務局から提案があった、市民の意見を聞くのかと

いうことと、日程について。また、さらに資料の希望があ

りましたら事務局まで言っていただいて結構ですので、事

務局よろしくお願いします。 

 

 以前、定数について議論されたときの市民アンケートが

あると伺ったんですが、どちらにありますか。 

 

 羽島商工会議所と自治会からの要望と署名はあります

が、行政としてアンケートはとっていないです。署名も有

志が集めたものです。 
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 以上で本日の議員定数分科会を終了します。ありがとう

ございました。 

 

【閉会＝午前９時 40 分】 

 

 


